
第 8 号の２様式（第１０条の２関係）         

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

  令和５年４月１日 

個 人 情 報 

フ ァ イ ル の 名 称 
防音工事助成名簿管理ファイル 

行 政 機 関 等 の 名 称 東京都板橋区長 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

 都市整備部 都市計画課 
     担当 交通企画都市基盤係 
     電話番号   03（3579）2548 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 

の 利 用 目 的 

 「幹線道路の沿道の整備に関する法律」第１３条の規定により、
道路管理者は沿道地区計画の区域内で「東京都板橋区沿道地区計
画の区域内における建築物の制限に関する条例」に適合していな
い住宅のうち、騒音調査にて基準値を超えた騒音値が出た建物を
改良または建て替える工事に関して、申請があった場合に、必要
な助成その他その促進のための措置を講ずるものと定められてい
る。区では申請の受付及び道路管理者への経由事務、並びにそれ
に関連する申請者と道路管理者の連絡調整行っているため、申請
の受付状況を調査するために、申請者の個人情報を専用のシステ
ムに保管・管理している。 

記 録 項 目 

１ 氏名 

２ 住所 

３ 電話番号 

４ 建物所在地 

５ 建物築年月 

６ 建物構造 

７ 建物階数 

８ 助成希望部屋数 

９ 居住人数 

10  施工業者名・電話番号 

記 録 範 囲 防音工事助成申出書及び騒音調査申込書を提出した者 

記録情報の収集方法 
収集の相手方： 申請を行った本人 

収集の手段：窓口申請（紙） 

要 配 慮 個 人 情 報 が 
含 ま れ る と き は 、 
そ の 旨 

□含む（上記記録項目の番号 

               ） 

■含まない 

記 録 情 報 の 
経 常 的 提 供 先 

□あり（経常的提供先                ） 

■なし 

開 示 請 求 等 を 受 理 
す る 組 織 の 
名 称 及 び 所 在 地 

東京都板橋区総務部区政情報課 



〒173-8501 

東京都板橋区板橋２－６６－１ 

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よ る 特 別 の 手 続 等 

□あり（他の法令の規定                ） 

■なし 

個 人 情 報 
フ ァ イ ル の 種 別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理 

ファイル） 
政令第 21 条第７項に該当す

るファイル 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工 
情報の提案の募集を 
す る 個 人 情 報 
フ ァ イ ル で あ る 旨 

 

行政機関等匿名加工 
情報の提案を受ける 
組織の名称及び所在地 

 

行政機関等匿名加工 
情 報 の 概 要  

作成された行政機関等 
匿名加工情報に関する 
提 案 を 受 け る 
組織の名称及び所在地 

 

作成された行政機関等 
匿名加工情報に関する 
提 案 を す る こ と が 
で き る 期 間 

 

備 考 

業務の名称 都市施設等に関する業務 

ファイルに 
記録される 

本人の数 
約 1,000 人 

その他   

 


